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【前回評価】現状のまま継続
【費用対効果】高速船甑島の安定的な運航の確保、甑島島民の生活安定、産業振興に寄与している。
【その他】生活物資等の運搬という甑島島民の生活に大きな影響がある事業のため、補助対象となるよ
うに国・鹿児島県へ毎年度要望しているが実現していない。しかしながら、甑島島民の生活の安定を図
るため今後も事業を継続する必要があると考える。

成果指標の推移① 9,098 10,487 8,467
成果指標の推移② 907.325 805.050 744.700

特
記
す
べ
き
事
項
等

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0% 0.0%
交付件数 1 1 1

支出計/前年度支出計 96.2% 99.3%
自己資金/前年度自己資金 91.4% 94.0%

0.0% 0.0%

計 9,640,523 100.0% 9,271,437 100.0% 9,209,627
（翌年度繰越金） 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

9,209,627
人件費 0.0% 0.0%

支
出

事業費 9,640,523 100.0% 9,271,437 100.0%

その他事務費 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

35.6% 3,600,000

計 9,640,523 100.0% 9,271,437 100.0% 9,209,627
（前年度繰越金） 0.0% 0.0%

8.1% 826,000 8.9% 900,000

会費収入 0.0% 0.0%
事業収入 5,749,500 59.6%

自己負担 1,023 0.0% 1,427 0.0% 887
市補助金 3,112,000 32.3% 3,304,000

上記項目の
積算方法

フェリー代船事業に係る貨物船の傭船料及び荷役作業に係る経費等から貨物売上を差し引いた
欠損額について、甑島商船㈱の持株割合に応じて、本市といちき串木野市が４：１の割合で負
担する。

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成28年度 平成29年度 平成30年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 6,527,500 67.7% 5,966,010 64.3% 5,608,740

5,140,010 55.4% 4,708,740
寄付金・その他助成 778,000

補助対象経費
フェリー代船に係る貨物船の借上げ及び運航に係る経費、荷役作業に係る経費、その他事業の
実施に当たり必要と認められる経費

補助対象事
業・活動の内

容

　甑島航路のフェリーニューこしきは、船舶安全法の規定に基づく船舶検査が義務付けられて
おり、例年２月上旬から２週間程度、ドックに入渠する。フェリーのドック期間は、甑島島民
へ日常生活物資等を円滑に輸送し、島民の生活安定及び産業の振興を図るため、貨物船の傭船
が必要不可欠となる。貨物船の傭船時は、傭船料及び荷役作業に係る経費が貨物売上を上回り
欠損が見込まれることから、甑島商船㈱へ補助金を交付して本事業を実施する。なお、本事業
は、甑島島民への生活物資の輸送を行う事業であるが、貨物船の発着場所となるいちき串木野
市とも協議が行われ、持株割合（４：１）により両市で負担している。

□運営補助のみ　　■事業補助のみ　　□運営補助と事業補助の両方　　□その他
補助金額又は

補助率
予算の範囲内　３，６００，０００円（平成３０年度実績）

成果指標② 貨物輸送実績（トン数） 750 令和5年度

補助対象者 甑島商船㈱

令和元年度
予算額

3,920 千円

国県支出金 一般財源 その他 その他の内容

3,920

事務事業名 甑島航路利用促進事業費

根拠法令 商工観光部関係補助金等交付要綱、甑島航路フェリー代船事業補助金交付要領

補助経過年数 ６年以上１０年以下

令和元年度 甑島航路フェリー代船事業補助金 評価表 45

所管部課名 商工観光部　交通貿易課 担当者 佐潟

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 貨物輸送実績（個数） 10,200 令和5年度
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要件 項　　目 評価 評価した内容についての説明

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体等
の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市民の
福祉の向上及び利益の増進に寄与している。

A

本事業により、ドック期間中でも甑島島民に生活物資が
届けられ、不特定多数の島民の生活の安定化及び産業振
興が図られていることから、公益性が認められる。

必
要
性

　特定の目標・成果の達成に向けた、団体等への
支援や社会的弱者の救済、地域的ハンディ等への
支援が必要である。

A

甑島への貨物輸送は通常はフェリーで行われているが、
毎年、船舶安全法に基づく船舶検査のため、ドックへの
入渠が義務づけられており、ドック時は貨物船の傭船が
必要となる。甑島への生活物資の安定的な輸送の必要性
と運航事業者の経営状況を考慮すると、行政からの支援
が必要であると認められる。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに合
致しており、かつ、その目標・成果の達成に向け
て、適切な効果を生じている。（その目標・成果
を測るための適当な効果指標の設定がなされてい
る。）

A

本事業により、甑島島民への生活物資の輸送をドック期
間中でも安定して行うことができ、適切な効果を生じて
いる。また、島民の生活を守るために必要不可欠な事業
であり、甑島島民のニーズに合致している。

①　補助の対象となる事業について、行政が直接
実施するよりも、行政以外の者が行う方が適当で
あると明確に認められる。

A

本事業は、傭船料及び荷役作業に係る経費が貨物売上を
上回り欠損が見込まれるが、航路運航事業者は甑島商船
㈱であることから、行政以外の者が行う方が適当であ
る。

②　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補助
金等の交付以外に適当な政策手段がないか、又は
当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段である
と明確に認められる。

A

本事業では、貨物船の傭船料及び荷役作業に係る経費等
が貨物売上を上回り、欠損が見込まれるが、島民の生活
安定のために行うものであり、補助金交付は最も妥当な
政策手段である。

③　補助率又は補助額が、明確な根拠によって積
算されたものであり、かつ、社会経済情勢に照ら
し、著しく妥当性を欠く水準とはなっていない。
（交付要綱の補助基準）

A

本事業による欠損額を、本市といちき串木野市が甑島商
船㈱の持株割合に応じて補填し、甑島島民の生活安定及
び産業の振興を図るための補助であり、妥当性を欠くも
のではない

≪今後の改革の方向性≫ ≪視点別評価≫

■現状のまま継続 　公益性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

□見直しの上で継続 　必要性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

 ⇒今後の方向性　 □充実　 　有効性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □移管・統廃合 　適格性・妥当性　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □縮小 ≪今後の改革の方向性≫

□休止・廃止 □現状のまま継続

≪上記方向の理由≫ □見直しの上で継続

 ⇒今後の方向性　 □充実　 

　　　　　　　　  □移管・統廃合

　　　　　　　　  □縮小 

□休止・廃止

≪改革・改善の内容とそれを実施していくための
手段・計画≫

≪まとめ≫

国庫補助航路におけるフェリードック時の代船へ
の補助対象船種の拡充について、国・県に要望す
る。

適
格
性
及
び
妥
当
性

〈補助金の視点別評価〉　　　　　　　　　　　　【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

〈補助金の見直し結果〉

内
部
評
価
（

一
次
）

結
果

外
部
評
価
結
果

本事業を実施しなければ、甑島への輸送手段がな
くなり、甑島島民の生活安定及び産業の振興を図
ることができないことから、現状のまま継続した
い。
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